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１ はじめに

近年、開発途上国の発展のために「知識」が果

たす役割の重要性が認識されている。知識ギャッ

プ・情報不全こそが、貧困の原因であり、これを

解消することが開発政策における中心的課題と考

えられるようになってきた（図１）。

このような「知識」の重要性が高まるに従って、

情報通信インフラの整備は、「知識のやり取り」

を促進し、知識ギャップ・情報不全を解消するた

めの、開発政策の要として位置づけられるように

なった２）。

しかしながら、発展途上国における現実の電気

通信インフラ整備は、あまり進んでいるとは言い

難く、１０００人当たりの基本電話回線数を見ると、

低所得国と高所得国の間で、約１５倍もの差が生じ

ている（表１）。

こうした格差を解消するため、国連を初めとし

て情報通信インフラの整備を積極的に支援してゆ

く姿勢を見せている３）。

トピックス

電気通信分野への国際協力について１）

通信経済研究部研究官 宍倉 学

１）本稿は「開発途上国における電気通信事業の収益性に関する研究」の中間報告として、その内容を一部要約したものである。
当研究においては元郵政研究所通信経済研究部高地晴子主任研究官、国際部国際協力課山本滝夫課長補佐、野村総合研究所山
形浩主氏から多大な協力を得た。この場をかりて感謝を申しあげる。もちろん本稿におけるいかなるあやまりも筆者個人に帰
するものであり、また本稿における見解は、郵政省あるいは郵政研究所の公式見解を示すものではないことをおことわりして
おく。

２）世界開発報告１９９８／１９９９では、新たなグローバル経済で競争していくために、開発途上国は情報インフラストラクチャーの開
発と有効活用を国家の最優先目標とすべきであることが述べられている。

図１ 教育、貿易開放度、電話網密度が経済成長に与える影響

出所：世界開発報告 １９９８／１９９９
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本稿では、電気通信分野における国際協力につ

いて、世界的な潮流を明らかにすることを通じて、

その在り方の検討を行う。

はじめに、国際的なトレンドを明らかにするた

め、代表的な国際援助機関である世界銀行を例に

とり、電気通信分野に対する援助について整理を

行う。世界銀行の電気通信部門への援助方針が、

プロジェクト援助からセクター改革などのプログ

ラム援助４）へと転換された事を示した後、この方

針の転換の背景についてまとめる。

次に、OECDにおけるタイド援助に関する規制

ルールをもとに、電気通信分野におけるプロジェ

クト援助の在り方についての検討を行う。まず

OECDのタイド規制の概要について整理を行い、

タイド規制のポイントが、援助プロジェクトの商

業性の有無にあることを示す。また電気通信プロ

ジェクトに対するタイド規制の全般的傾向を明ら

かにし、タイド援助が認められる場合のプロジェ

クトの特性及び具体的事例について検討を行う。

さらに、電気通信分野へのプロジェクトベースで

の融資の実施条件、実施形態などに関して検討を

行う。

最後に、これらの動向について、我が国の電気

通信分野における開発支援の在り方に対する含意

を示す。

２ 世界銀行における電気通信の位置づけ

２．１ 世界銀行の融資の傾向

世界銀行における電気通信への融資の特徴は、

以下のようにまとめられる。

●融資残高のなかで、電気通信関連融資は世界銀

行融資の１．５％程度（図２）

●総融資額に占める電気通信部門に関する融資は

０．２％程度（表２）

そもそも世界銀行の融資において、電気通信部

門への融資は残高、貸付額でも共に小さく、さら

に近年は縮小傾向にあることがうかがえる。また

直接のプロジェクト投資は縮小し、セクター改革

融資が増加している（表２）。

２．２ １９８５年以前の融資方針とその問題

かつて、電気通信は、自然独占性が存在する分

野であると考えられてきたため５）、世界銀行にお

いても、１９８５年以前には、通信が基本的には独占

３）アナン国連事務総長は、Seven Point Program for Creating the Enabling Environment for Global Knowledgeを発表して、そ
の中で各種の情報を活用した開発支援の方策をうちだし、情報インフラの整備の支援や、遠隔教育や遠隔医療の充実をうたっ
ている。

４）特定の貧困地域の回線設置など、個別プロジェクトに対する支援を、プロジェクト援助とよぶ。一方、個別プロジェクトを特
定しない援助をプログラム援助とよぶ。より詳細な分類に関しては小浜（１９９２）を参照

５）電気通信のようなネットワーク産業の場合、巨額の固定費・共通費が必要となるため、生産規模の増加に伴って平均費用が低
下し、最も生産規模の大きい企業が最低の費用で生産を行うことが可能になる。このため民間事業者によりサービスの提供が
行われる場合、独占が成立し（自然独占性）、独占力による資源配分上の非効率が生じるため、サービスの供給にあたり政府
もしくは公的機関が介在する必要があると考えられていた。

表１ （１９９８年）

１０００人当たりの電

話回線数

積滞件数

（単位：千）

回線設置時間

（単位：年）

１回線当たり収入

（単位：ドル）

３分当たりの地域

網通信費

低所得国

低位中所得国

上位中所得国

高所得国

３７

１１５

１８９

５６７

６７３６．０

１９８４５．３

７７０１．４

１０１．４

５．５

１．９

０．４

０．０

２９０

３５５

６６３

１０３５

０．０７

０．０４

０．０７

０．１０

注：低所得国（７８５ドル以下）低位中所得国（７８６～３１２５ドル）上位中所得国（３１２６～９６５６ドル）高所得国（９６５６ドル以上）
出所：世界銀行 １９９９年次報告より作成
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上下水道�
4.1％�

的に提供されることを前提として、国有・国営

（あるいはそれに近い）電気通信会社のネット

ワークの拡張を支援する事を目的として、プロ

ジェクト単位での融資が行われてきた。

しかしながら、開発途上国における電気通信事

業の運営に関して以下のような問題点が顕在化し

図２ 世界銀行の融資残高の割合（１９９９）

出所：世界銀行 １９９９年次報告より作成

表２ １９９５―１９９９までの世界銀行の各部門への融資額 （単位：百万ドル）

FY９５ FY９６ FY９７ FY９８ FY９９ （FY９８） （FY９９）

農 業 ２２０５．３ ２０７８．９ ３５６２．５ ２６９１．９ ２８０７．８ ３０５２ ２５２８

教 育 ２０５２．２ １７０５．７ １０１７．４ ３１２９．３ １３４４．３ ３１１０ ２０１４

電 力 ２２４１．５ ３２４７．１ １８８９．２ ２００４．０ ４４０．０ １９００ ５９１

環 境 ８２４．０ ８８２．７ ２２６．７ ８０１．６ ５３９．３ １０８３ ９７８

金 融 ２９２９．７ １４３０．４ １１７８．８ ６２４９．５ ２８７６．４ ５８２４ ６６４５

工 業 １７８．２ ２５２．１ １９５．５ ７３．０ ６７７．０ ７３ ６７７

小 企 業 ２４．８ ６９２．０ ３２１．４ １３７６．５ ３１５．０ １２１６ ３４６

ノンプロジェクト ３１５１．５ １６６５．５ ２１８６．０ １８５２．６ １０２６９．６ １２９６ ４２９３

石 油 ・ ガ ス ６０３．１ ５５．６ １３５．６ １４０．０ １７．５ １４０ １８

人 口 ・ 保 健 １１０１．２ ２３５３．４ ９４０．４ １９９０．９ １１０６．０ ２１８１ １７２６

公 的 部 門 管 理 １０９７．６ １８７６．２ ９４０．５ ２２６０．２ １４３０．０ １１３６ １０８３

社 会 部 門 １０５０．７ ９９４．５ １３８９．７ １３４０．０ ２６７８．６ ２５３０ ３５９５

電 気 通 信 ３２５．０ ３５．０ ― ７０．５ １０．８ ７５ ２２８

運 輸 ２２５３．４ ２７７２．６ ３８３１．８ ３２８７．５ ３０２１．８ ２９８９ ３０２２

都 市 開 発 １５０２．０ ８６８．５ ６６８．３ ７７３．５ ７０６．５ １３１３ ６０５

上 下 水 道 ９８１．５ ６０９．８ ６８２．８ ５５２．９ ７５２．７ ４７６ ６４５

融 資 合 計 ２２５２１．０ ２１５１６．６ １９１４６．７ ２８５９３．９ ２８９９４．１ ２８５９４ ２８９９４

注１：網掛けの部分はノンプロジェクトに分類されていた部分を再分類したもの

注２：数値は世界銀行と国際開発協会（IDA: International Development Association）の両融資を含む

出所：世界銀行 １９９９年次報告

１１１ 郵政研究所月報 ２０００．８



たことから、こうしたプロジェクト単位での融資

の方針に関して見直しが行われた。

●国営電話会社による供給の非効率性

国営の電話会社は、きわめて効率が悪く、回線

の敷設が需要にまったく追いつかなかった。多く

の国で、電話を申し込んでからそれが設置される

までに１年以上、場合によっては１０年以上かかり、

供給効率が悪かった６）７）。

● テクノロジーの急速な進歩

通信手段・通信技術の進歩と多様化により、市

内電話網を除き、既存ネットワークの優位性に頼

るより、むしろ新規のネットワーク投資を推進す

ることで、より安価なサービスの提供が可能に

なった。したがって自然独占という従来の見方が

崩れ、競争を導入することが可能になった。

●競争導入による供給の拡大

実際に、いくつかの国で競争原理が導入され、

サービス・コスト面においても新規の敷設のほう

が優れていることが裏付けられはじめた８）。

開発途上国における電気通信サービス普及の遅

れは、独占形態による供給不足にその原因がある

と認識されるようになったため、独占国営電話会

社のプロジェクトに対して援助を行う、という従

来型の援助から、競争導入もしくは市場が正しく

機能できるための基盤を築くための援助に重点が

変更されるようになった。

２．３ 現在の方針

１９８５年以前と以後の方針の違いは、表３のよう

にまとめられる。

現在の世界銀行は、民間の競争を通じた供給を

行うことでセクターの成長、技術革新、効率化の

促進を達成する方針をとっている。これに伴い融

資の手法も、プロジェクト援助からプログラム援

助にその重点が移された。

もちろん現実の開発途上国を見た場合、あらゆ

る国に、ただちに民間による競争導入を行うこと

は合理的な政策とは言えない。このため実際の援

助は、「発展段階に応じた援助」という形を取っ

ている。各段階に応じた世界銀行の対応は、表４

のようなものである。

また、すべての分野が市場化・民間参入できる

ものではない点についても認識されている。特に、

広大な地域に人口がまばらに分布する孤立した過

６）改革以前のガーナでは、４００人に１人しか電話を持てず、申請してから実際に電話が引かれるまで１０年かかった。
７）開発途上国における国営電話独占企業の投資コストは、電話線１本につき４０００ドルと、達成可能なコストの３～４倍にまで達

していることも多い。
８）詳しくは世界開発報告１９９８／１９９９を参照

表３ 世界銀行の融資方針の比較

１９８５年以前の基本方針 １９８５年以後の基本方針

目 的
・ネットワークの延長と拡張

・運営企業体（国営電話会社）の体力強化

・セクターの成長を加速する

・効率性、技術革新、ユーザ選択肢を増す

援助手段

・IBRD（世界銀行）／IDA（国際開発協会）による
投融資

・協調融資

・IBRD（世界銀行）／IDA（国際開発協会）による
投融資、TAローン

・IFC（国際金融公社）による投融資

・MIGA（多国間投資保証機関）による政治リスク

の保証

ポイント
・効率的なプロジェクト実施

・運営企業体の経営・運営自立

・国の経済構造とセクター改革に注力

・政策支援、アドバイザリーサービス

１１２郵政研究所月報 ２０００．８



疎地は、民間の事業者には魅力的なものではなく、

サービスの確保が難しい。開発途上国のなかでも

地方の町や村では、いまだ電気通信の拡充が遅れ

ており９）、こうした部分については、何らかの公

的な補助なり支援が必要であると指摘されている。

しかしながら、世界銀行は、このような場合にお

いても、直接的な支援よりも、一部市場原理を生

かした支援を行うべきであると主張している１０）。

２．４ 世界銀行の方針についてのまとめ

開発途上国の発展にとって、知識ギャップを埋

めるインフラとして電気通信産業の重要性はこれ

まで以上に高まっており、これを支援して行く必

要性は十分認識されている。

世界銀行の融資において、電気通信分野の援助

が縮小しているのは、国営・国有の電気通信事業

者を直接支援するプロジェクト型の融資から、民

間事業者による競争を通じてネットワーク整備を

行うセクター改革型の融資に重点を移した結果で

ある。プロジェクト型の融資が減少しているため、

金額ベースでは減少してしているが、代わりに競

争の導入・競争環境の維持を目的としたシステム

面での支援の重要性が高まっている。

また不採算地域へのアクセスの確保など、民間

事業者だけでは達成困難なプロジェクトに関して

は、市場原理を有効に活用しつつも必要であれば

プロジェクト単位での支援を行う必要性を認めて

いる１１）。

３ 電気通信分野におけるプロジェクト援助

DAC（Development Assistance Committee：

開発援助委員会）加盟のOECD諸国による通信分

野の援助についても、世界銀行と同様、援助額及

び援助全体に占める比率のいずれも低下している

（図３、図４）。

しかしながら、前節で述べたように、プロジェ

クト援助の必要性がなくなったわけではなく、商

業ベースにのらない一部の開発途上国のプロジェ

クトに対しては、引き続き援助が供与されている

（表５）。

３．１ 融資方法

開発途上国のプロジェクトに対して融資を行う

場合には、一般的には以下のような方法が存在す

る。

●輸出信用を行う

●アンタイドでの援助供与を行う

●タイドでの援助供与を行う

９）アジアやアフリカ諸国の農村部の電話普及率は、各国の最大都市の５分の１にすぎない。
１０）世界開発報告１９９８／１９９９では、このような例として、チリにおいて、リモートエリアでの電話普及プロジェクトに対して、補

助金を最小化するオークションが採用されたことがあげられている。
１１）この意味で、世界銀行などの通信事業に対する立場は、電力などに対する立場とまったく同じである。電力においても、特に

発電部門へのプロジェクト融資は行われなくなっており、セクター改革融資と送配電への融資、さらに地方電化の部分に限っ
て融資が行われる状況となっている。

表４ 発展段階別の対応

ステージ１ ステージ２ ステージ３

状 況
民間資本がまったく参入できな

い状況

民間投資が不十分かつ政策的に

参入障壁が高い状況

民間資本の流入が増大している

状況

世界銀行の対応

・セクター改革の推進

・競争導入と事業の政府からの

分離

・セクター改革をさらに推進

・競争促進的な規制整備

最終的な調整を行いつつ、

フェードアウト
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このうちタイド援助に関しては、国際的な規制

が存在するため、一定の条件を満たすプロジェク

トでなくては、この方法を採用することは出来な

い。

３．２ OECDにおけるタイド援助規制

開発途上国に対して資金協力を行うということ

は、先進国からの資金によって、途上国に対して

最終的にはものが提供されることになる。このた

め、自国企業に対してビジネスチャンスを与える

図４ 電気通信援助の比率の推移

出所：OECD通信白書より作成

図３ 援助総額と通信援助額の推移

出所：OECD通信白書
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ために、敢えて不利な条件（途上国にとっては有

利な条件）で途上国融資を行うインセンティブが

存在する。特に「自国企業を使う場合」といった

条件付きの融資、すなわちタイド援助の場合は、

こうした性格がきわめて強い。

このようにタイド援助は、公的な輸出補助金に

よる輸出振興策と同じく、自由・公正な貿易を歪

曲する側面を持つため、これを是正するための仕

組みとして設けられたのが「Arrangement on

Guidelines for Officially Supported Export

Credit（公的支援を受ける輸出信用ガイドライン

に関する取り決め（以下「輸出信用アレンジメン

ト」と略す））」である。これは１９７８年に合意され

ており、強制力を持たない非公式な紳士協定であ

るが、国際的なルールとして確立しており、わが

国も合意している。

さらに１９８７年には、タイド援助信用に関する制

限が強化され、後発開発途上国（LLDC）向けに

ついては譲許性（Concessionality Level１２））５０％

未満、その他の国向けについては譲許性３５％未満

のプロジェクトに対して、タイド援助が認められ

ないこととなった。つまり、譲許性の低い案件に

ついてはタイド援助としない、ということである。

また１９９２年からは、さらに「ヘルシンキ・パッ

ケージ」と呼ばれる新ルールが採用された。タイ

ド援助信用に対するヘルシンキ・パッケージのポ

イントは、（１）比較的裕福な途上国へのタイド

援助の禁止、（２）事前通報義務１３）、（３）商業条

件でのファイナンスが可能なプロジェクトへのタ

イド援助供与の禁止、である。以下それぞれのポ

イントについて詳細に検討する。

�１ 比較的裕福な途上国へのタイド援助の禁止

タイド援助が認められるには、この国が二年連

続で世界銀行１７年融資の対象となっている必要が

ある。１９９６年のデータを使うと、一人あたり

GNPがUS＄３，１１５以上の国はこの対象とはならな

い。

また、東欧諸国及び旧ソ連の旧社会主義国に対

しても、タイド援助をなるべく供与しないことが

定まっている。これは通称「ソフト・バン」と呼

ばれる。ソフト・バンの対象国は、ブルガリア、

チェコ、スロバキア、ハンガリー、ポーランド、

ルーマニア、ベラルーシ、ロシア連邦、ウクライ

ナ、エストニア、ラトビア、リトアニア及びスロ

ベニアである。

�２ 事前通報義務と検討プロセス

タイド型のプロジェクト援助は、事前通報が義

務づけられており、以下のような検討プロセスを

クリアする必要がある。

表５ 通信援助プロジェクト数

通信プロジェクト数

１９８５

１９８６

１９８７

１９８８

１９８９

１９９０

１９９１

１９９２

１９９３

１９９４

１９９５

１９９６

１２２

１４８

１２５

１７４

１４４

１５５

１４２

１９０

１６１

２３０

２１６

２３２

合 計 ２０３９

出所：OECD通信白書より作成

１２）融資条件の緩さを示す基準。具体的には利息と元金の返済を、その国の市中金利で割り戻して現在価値を算出し、それが実際
の融資額に比べてどのくらい低いかを求めたもの。

１３）コミットメント日または入札締め切り日のうち、早いほうから３０working days前までに、アレンジメント参加国とOECD事
務局に事前通報することが義務づけられている。

１１５ 郵政研究所月報 ２０００．８



●事前通報

タイド援助を行いたい国が、アレンジメント参

加国とOECDに対して事前に通報を行う。

●チャレンジ

通報を受けたアレンジメント参加国は、問題が

あると思ったプロジェクトに対してチャレンジを

行う。チャレンジとは、当該案件のフィージビリ

ティ・スタディ（feasibility study：F／S）と援助

クォリティーアセスメント（AquA）の提出、さ

らにコンサルテーションでの協議を求めるという

ことである。

チャレンジを行った国が、提出された資料を読

んで納得すれば、チャレンジ要求は取り下げられ

る。また、チャレンジが行われなければ、そのプ

ロジェクトは自動的に認められる。

なお、金額があまりに大きく、ほかの国では

ファイナンスできる見込みがないために、チャレ

ンジされずに通過するプロジェクトも存在する。

●コンサルテーション

資料提供後もチャレンジが取り下げられないプ

ロジェクトについては、コンサルテーション会議

が開かれ、プロジェクトのCV性（Commercially

Viable：商業条件でのファイナンスが可能性）に

ついて協議審査が行われる。ここで、このプロ

ジェクトが、タイド援助なしでは財務的に実施が

困難であり、輸出信用ベースでの資金供与が不可

能であることについて、アレンジメント参加国の

十分な支持（Substantial Support）１４）を得られれ

ば、そのプロジェクトは認められる。

�３ CV性について

タイド援助すべてを規制してしまうと、援助そ

のものが停まってしまい、途上国の発展に支障を

きたすおそれがある。このため、民間も輸出信用

機構もファイナンスしないような収益性の低い案

件に関しては、タイド援助信用を供与したとして

も輸出振興にはなりえないとして、規制の対象か

ら除かれている。具体的には、譲許性が８０％以上

の案件について、規制の対象外となっている１５）。

譲許性が８０％未満の案件に関しては、CV性が

成立するか否かが判断基準となる。CV性の判断

基準としては、輸出信用アレンジメント第３５条に

的確性判断のキーテストが記述されている。

具体的には、当該プロジェクトにおける１０年間

のキャッシュフローについて分析を行い、累積

キャッシュフローがプラスならCV、マイナスで

あればNCV（Not Commercially Viable：商業条

件でのファイナンスが不可能）と判断される。通

常のプロジェクト実施の妥当性評価においては、

財務的な収益性と同時に、プロジェクトによって

被る経済的な便益も収益に含めて計算を行う場合

が多いが、輸出信用アレンジメントにおけるCV

性評価においては、あくまでそのプロジェクトが

商業的にファイナンスをつけられるかどうか、と

いう点のみで評価されることになる。

プロジェクトのCV性判断において最も大きな

問題になるのが、評価に用いられる価格（料金）

である。キーテストの条件に「市場原理にした

がって適切な価格設定を行った場合」という記述

がある。電力や通信関連では、各種の小売り・卸

料金が政策的に低くおさえられている場合が多い

が、CV性の評価においてはこうした政策的な要

因を排除した適正な市場価格を使わなくてはなら

ない。この「適正な市場価格」をどこにおくかは

１４）十分な支持（Substantial Support）には、必ずしも明確な基準があるわけではない。各国の意見を議長がきいたうえでとりま
とめを行い、白黒の判定をつける、程度の意味である。

１５）２００万SDR未満の案件については、審査コストの面からみて無駄が多いという理由で、審査対象からはずされており、タイド
援助に対する制限はない。
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大きな争点となる。考え方としては、「現地価格」、

「調整価格」、「段階価格」が存在する。

「現地価格」は、現地で実際に使われている価

格である。「現地価格」が適正な市場価格である

ことを証明するために、現地市場の特色、採用し

た市場価格の根拠や出所などについて説明しなく

てはならない。

「現地価格」が「適正な市場価格」とはいえな

いと判断される場合には、理論上の適正な市場価

格「調整価格」を算定して、使用しなくてはなら

ない。もちろん、これについては正当な根拠が必

要となる。また同時に、「現地価格」がなぜ不適

当と判断されるかについても説明が必要である。

ただしこの場合、世界銀行などの国際金融機関で

使用している価格表や類似市場における事例を参

考として適用できる。

対象となる受益者（国営企業等）が、初期の段

階では十分な支払い能力を持っていないとされる

ようなプロジェクトの場合、段階的に調整価格へ

の移行を行う、「段階価格」によりCV性の評価が

行われる。

３．３ 電気通信プロジェクトに関する規制

ヘルシンキ・パッケージは１９９２年２月に導入さ

れたが、以来１９９９年３月までの期間、タイド援助

について千数百件にのぼる事前通報が行われた。

このうち、コンサルテーションに至ったものは一

割以下と見られており、さらにCV性があると判

断されたのはその半数程度である。

セクター別に見た場合、タイド性が問題になる

プロジェクトは、明らかに一部セクターに集中し

ている。実際にコンサルテーションがあったのは、

農業、製造業、エネルギー、運輸、通信、社会そ

の他のセクターであり、そのうち製造業、運輸、

通信は、２０％以上のプロジェクトがコンサルテー

ションにかけられている。

さらにコンサルテーションにかけられた場合、

製造業と通信については半数以上がCV性ありと

いう判断を下されている。以下に具体的な電気通

信プロジェクトについて評価例を示す。

●甘粛地区及び安徽省の電気通信網整備（中国）

どちらも比較的貧困な農村地域へのデジタル交

換機と関連サービスの提供を行うプロジェクト。

当該プロジェクトの対象地域が人口密度が低く、

農村地帯であったため、回線あたりの設置コスト

の高さと、需要の伸びが期待できないとして

NCVと判断された。

●ムタレ地方電気通信拡張（ジンバブエ）

ジンバブエのムタレ地方電話網の復旧・拡張の

ための交換機及びケーブルの供給、設置プロジェ

クト。判定にあたって現地価格と国際市場価格の

両方で評価を行い、前者ではNCV、後者ではCV

となった。コンサルテーションでは、世界銀行が

現地政府に対して要求している料金引き上げの効

果、最新設備の導入による効率化及びコストダウ

ンの可能性が指摘されて、結果的にCVであると

判断された。

電気通信プロジェクトのCV性の判断において

は、料金設定、回線あたりの設置コスト、将来成

長見通しが争点となる。通信プロジェクトについ

てCV性がないと判断されるのは、

●地理的に不利な地域（一回線あたりの設置コス

トが高い及び運営メンテナンスコストが高い）

のプロジェクト

●需要の伸びが遅い地域のプロジェクト

である。

しかしながら、こうしたプロジェクトであって

も、ジンバブエのムタレプロジェクトのように料

金設定を考慮してクレームがつく場合もある。ジ

ンバブエの例では、現行の現地価格ベースで

NCVであるという主張が行われていたが、追加

的な補正の検討が行われCVと判断された。
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なお世界銀行が多くの開発途上国について詳細

な調査を実施しており、設備費用、運転費用の回

収をベースとした回線あたりの費用（料金）推計

を行っている数字があるため、議論はこれをベー

スに行われるケースが多い。このため、この数字

から大きく乖離した数字を使用する場合には、よ

ほど強力な理由がなければ困難だと思われる。

４ 日本の援助に対する含意

電気通信分野の中にもプロジェクト援助が必要

であり正当化され得る部分は存在しているという

点に関しては、各援助供与国とも認めており、実

際にプロジェクト援助を行っている例も多い。さ

らに、セクター改革支援などへのニーズはきわめ

て高く、世界銀行をはじめとするドナーも、こう

した分野での融資は積極的に行っている。

わが国の国際協力においても、電気通信部門へ

の競争原理や市場性導入などを目的とするセク

ター改革型の援助を行うと同時に、ルーラル地域

などへの電気通信導入に対するプロジェクト援助

を組み合わせせてゆく必要がある。
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